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医療ITｼｽﾃﾑ３種類の定義と相互関係 
種類 定義 現時点での評価、課題 

Electronic  
Health  
Record 

複数の医療事業体の電子診療録
情報を集めて作られる 

⇒特定患者にﾘﾝｸさせない形で
ﾃﾞｰﾀ集積し、研究、政策に活用す
る 

確固たるEMRがなければEHRは構築で
きない 

Electronic 
Medical 
Record 

一つの医療事業体が自らの患者
たちの電子診療録をﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化
したもの 
⇒全ての医療情報ｼｽﾃﾑのｲﾝﾌﾗ 

医師、看護師などがEMRのためにﾃﾞｰﾀ

入力したりその分析に協力することは
重要な日常業務⇒医療事業体の規模
が大きいほど有益なEMRが作られる 

Personal 
Health 
Record 

患者自身が受診先医療機関に提
示する電子診療録の編集・管理権
限を持つ 

医師側がPHRの内容を100％信用する
ことができない 

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ構築の投資ｺｽﾄを回収する
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙが見つかっていない 
PHRの唯一の成功事例はｵｰｽﾄﾗﾘｱ 

日本の医療IT遅れの元凶は規制ではない 
国全体で医療IT普及のためにはEMRを構築できる大規模医療事業体が多数必要 
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論点の再考 

①情報共有の意思がない医療事業体間を電子ｶﾙﾃで結んでも無駄 
 ⇒同様に遠隔医療は医師間の信頼関係、経済的利害の一致が 
  あってはじめて機能する 
 

②医療IT（EMR）標準化は企業ﾍﾞﾝﾀﾞｰに呼びかけても全く進展しない 
  ⇒ただし、EHRのために全国ﾚﾍﾞﾙでEMRを標準化する必要は 
  必ずしもない。 
 

③日本の「処方箋の電子化」と海外の「E-prescription」の相違点 
 

④医療ITの経済的メリットを最も受けるのは保険者。だからﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
構築に協力する医療事業体に保険者が財源付与する仕組みが重要 
 ⇒医療ITに最適なﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙは保険者と医療事業体の連結経営 
 

⑤Population Healthで使われるのは主としてﾚｾﾌﾟﾄ情報。 
 ⇒2013年秋に完成する国保のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽによりわが国でも可能？ 
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ｵｰｽﾄﾗﾘｱは2012年7月から全国民にPHRｻｰﾋﾞｽを開始 

4 



5 

患者 
自己 
負担 

医療公営企業 

診療報酬 

納税 
国民 国 

診療報酬 

診
療
報
酬 

保険料 

州政府 

財
源
拠
出
と
評
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民間医療保険会社 

民間病院 

公立病院の機能を補完 

補
助
金 

予算付与と監督 

（2011年の医療改革） 
活動基準財源配分 
全国効率価格 

医
療
経
営
委
託
契
約
締
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（株式会社病院容認） 

ﾒｶﾞEHRを構築できているｵｰｽﾄﾗﾘｱの医療制度の概要 
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NSW州全体の医療ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 

州民は住所に関係なく医療機関評価情報に基づき受診先を選択 



ｶﾅﾀﾞ政府も医療機関評価情報をｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上で公表 
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米国連邦政府も医療機関評価情報をｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上で公表 


